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「
史
書
」

と

「
史
篇
」

阿

辻

哲

次

　
漢
字
の
形
．
音
．
義
を
研
究
す
る
学
問
、
い
わ
ゆ
る
「
小
学
」
は
、
清
朝
の
考
証
学
の
隆
盛
に
よ
り
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
。
彼
ら
考
証

学
者
は
、
理
論
的
思
考
を
重
視
し
た
宋
学
に
対
し
て
経
書
の
実
証
的
研
究
を
重
ん
じ
、
そ
の
時
彼
ら
が
拠
っ
た
の
が
「
小
学
」
で
あ
っ
た
。
清

朝
一
代
に
お
け
る
「
小
学
」
研
究
の
成
果
は
汗
牛
充
棟
の
観
が
あ
り
、
と
り
わ
け
『
説
文
解
字
』
の
研
究
が
大
き
な
比
重
を
占
め
た
。
『
説
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

解
字
』
に
は
絶
対
的
な
権
威
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
『
説
文
解
字
』
の
研
究
は
、
そ
の
後
も
現
代
に
至
る
ま
で
「
小
学
」
研
究
の
う
ち
の
最
重
要
領
域
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、
『
説
文

解
字
』
成
書
以
前
の
「
小
学
」
、
す
な
わ
ち
西
漢
の
時
代
に
「
小
学
」
が
如
何
な
る
形
で
存
在
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
対
し
て
の
具
体
的
な

考
察
は
ほ
と
ん
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

　
本
稿
に
西
漢
の
「
小
学
」
を
と
り
あ
げ
て
考
察
す
る
所
以
で
あ
る
。

一
、

w
漢
書
』
に
見
え
る
「
小
学
」
の
用
例

「
小
学
」
の
語
は
『
史
記
』
に
は
見
え
ず
、
『
漢
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
至
っ
て
始
め
て
出
現
す
る
。

い
ま
そ
の
用
例
を
掲
げ
、

分
析
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
　
一
九
三
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四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①
（
元
始
）
五
年
、
徴
天
下
通
知
逸
経
・
古
記
・
天
文
・
暦
算
・
鍾
律
・
小
學
史
篇
・
方
術
・
本
草
、
及
以
五
経
・
論
語
・
孝
経
．
爾
雅
教
授

　
者
、
在
所
爲
駕
一
封
輻
傳
、
遣
詣
京
師
、
至
者
敷
千
人
、
（
卒
帝
紀
）

②
夫
推
暦
生
律
制
器
、
規
圏
矩
方
、
権
重
衡
平
、
準
縄
嘉
量
、
探
蹟
索
隠
、
鉤
深
致
遠
、
莫
不
用
焉
、
度
長
短
者
不
失
豪
楚
、
量
多
少
者
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
失
圭
撮
、
権
輕
重
者
不
失
黍
素
、
紀
於
一
、
協
於
十
、
長
於
百
、
大
於
千
、
桁
於
萬
、
其
法
在
算
術
、
宜
於
天
下
、
小
學
是
則
、
職
在
太
史
、

　
義
和
掌
之
、
（
律
暦
志
・
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
八
歳
入
小
學
、
學
六
甲
五
方
書
計
之
事
、
始
知
室
家
長
幼
之
節
、
十
五
入
大
學
、
學
先
聖
禮
樂
、
而
知
朝
廷
君
臣
之
禮
、
（
食
貨
志
．
上
）

　
　
　
　
　
　
　

④
凡
小
學
十
家
、
四
十
五
篇
、
（
藝
文
志
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤
古
者
八
歳
入
小
學
、
故
周
官
保
氏
掌
養
國
子
、
教
之
六
書
、
（
同
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥
至
元
始
中
、
徴
天
下
通
小
學
者
、
以
百
敷
、
各
令
記
字
於
庭
中
、
（
同
上
）

⑦
初
、
（
杜
）
鄭
從
張
吉
學
、
吉
子
辣
又
幼
孤
、
從
都
學
問
、
亦
著
於
世
、
尤
長
小
學
、
郷
子
林
、
清
静
好
古
、
亦
有
雅
材
、
建
武
中
歴
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
列
卿
、
至
大
司
空
、
其
正
文
字
過
於
郷
疎
、
故
世
言
小
學
者
由
杜
公
、
（
杜
鄭
傳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧
　
令
天
下
小
學
、
戊
子
代
甲
子
爲
六
旬
首
、
冠
以
戊
子
爲
元
日
、
昏
以
戊
寅
之
旬
爲
忌
日
、
百
姓
多
不
從
者
、
（
王
葬
傳
．
中
）

　
上
例
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
二
種
の
意
味
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
つ
は
資
料
②
・
③
・
⑤
・
⑧
の
も
の
で
、
初
等
教
育
機

関
、
す
な
わ
ち
「
小
学
校
」
の
義
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
資
料
①
・
④
・
⑥
・
⑦
に
見
え
る
、
文
字
の
研
究
を
意
味
す
る
「
小
学
」
で
あ
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
、
後
者
の
方
、
す
な
わ
ち
文
字
研
究
の
義
は
、
前
者
の
初
等
教
育
機
関
を
意
味
す
る
「
小
学
」
か
ら
発
展
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
資
料
⑤
と
し
て
掲
げ
た
「
藝
文
志
」
の
記
事
や
、
『
説
文
解
字
』
叙
の

　
周
禮
、
八
歳
入
小
學
、
保
氏
教
國
子
先
以
六
書



　
と
記
さ
れ
る
文
に
示
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
資
料
⑦
「
杜
鄭
伝
」
の
「
尤
長
小
学
」
句
に
附
す
顔
師
古
注
に
は
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
よ

り
明
確
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
小
學
謂
文
字
之
學
也
、
周
禮
、
八
歳
入
小
學
、
保
氏
教
國
子
以
六
書
、
故
因
名
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
命
名
の
由
来
を
述
べ
る
。
そ
れ
ら
の
文
の
「
周
礼
、
八
歳
入
小
学
」
と
の
記
述
は
、
書
物
と
し
て
の
『
周
礼
』
に
は
見
え
ず
、
こ
の
「
周
礼
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
語
は
「
周
の
礼
制
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
八
歳
入
小
学
」
と
の
制
が
如
何
な
る
伝
承
に
拠
る
も
の
か
は
明
確
で
な
い
。

　
西
漢
の
教
育
制
度
、
と
り
わ
け
初
等
教
育
制
度
に
関
し
て
は
明
確
な
資
料
が
な
い
が
、
「
太
学
」
が
国
家
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、
「
小
学
」
は
民
間
で
需
要
に
応
じ
て
自
主
的
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
や
が
て
、
学
制
の
整
備
に
つ
れ
て

国
家
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
「
読
み
書
き
算
盤
」
と
言
う
よ
う
に
、
教
育
の
基
礎
は
識
字
教
育
に
重
点
が
置
か
れ
、
や
が
て
文
字
の
研
究
に
も
「
小
学
」
の
名
が
附
与
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
周
礼
』
保
氏
の
職
と
の
関
係
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
小
学
」
の
名
称
に
関
す
る
顔
師
古
の
説
は
妥
当
と
考
え
て
よ
い
。

　
「
小
学
」
の
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
以
上
の
如
く
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
具
体
的
な
情
況
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

西
漢
の
「
小
学
」
を
考
察
す
る
資
料
と
し
て
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
と
『
説
文
解
字
』
叙
が
重
要
で
あ
り
、
い
ま
そ
の
両
者
に
見
え
る
記
事
を

年
代
順
に
整
理
し
て
掲
げ
て
考
え
よ
う
。

④⑧
◎

漢
興
、
間
里
書
師
合
蒼
韻
・
髪
歴
・
博
學
三
篇
、
断
六
十
字
以
爲
一
章
、
凡
五
十
五
章
、
井
爲
蒼
韻
篇
、

武
帝
時
、
司
馬
相
如
作
凡
將
篇
、
無
復
字
、
（
藝
文
志
）

蒼
韻
多
古
字
、
俗
師
失
其
讃
、
宣
帝
時
、
徴
齊
人
能
正
讃
者
、
張
倣
從
受
之
、
（
藝
文
志
）

（
藝
文
志
）

一
九
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一
九
六

　
　
孝
宣
時
、
召
通
倉
韻
讃
者
、
張
徹
從
受
之
、
（
『
説
文
』
鼓
）

⇔
　
元
帝
時
、
黄
門
令
史
游
作
急
就
篇
、
（
藝
文
志
）

⑧
　
成
帝
時
、
將
作
大
匠
李
長
作
元
尚
篇
、
（
藝
文
志
）

⑰
　
至
元
始
中
、
徴
天
下
通
小
學
者
以
百
敷
、
各
令
記
字
於
庭
中
、
揚
雄
取
其
有
用
者
、
以
作
訓
纂
篇
、

　
字
、
（
藝
文
志
）

　
　
涼
州
刺
史
杜
業
、
浦
人
援
禮
、
講
學
大
夫
秦
近
亦
能
言
之
、
（
筆
者
按
、
指
倉
韻
篇
而
言
）
、
孝
卒
時
、

　
廷
中
、
以
禮
爲
小
學
元
士
、
黄
門
侍
郎
楊
雄
采
以
作
訓
纂
篇
、
（
説
文
鼓
）

順
績
蒼
韻
、
又
易
蒼
韻
中
重
復
之

徴
禮
等
百
鯨
人
、
令
説
文
字
未
央

　
上
に
掲
げ
た
資
料
を
見
れ
ば
、
西
漢
の
「
小
学
」
に
終
始
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
の
は
『
倉
韻
篇
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　
資
料
◎
に
見
え
る
張
倣
は
杜
林
の
外
曾
祖
父
に
当
り
、
美
陽
か
ら
出
土
し
た
鼎
の
銘
文
を
読
み
得
た
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
の
話
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

『
漢
書
』
郊
祀
志
下
に
見
え
る
が
、
郊
祀
志
に
は
「
張
敵
好
古
文
字
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
宣
帝
の
時
に
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
古
代
文
字
を

読
み
得
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
才
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
情
況
に
応
じ
て
、
『
倉
韻
篇
』
の
正
確
な
伝
承
の
た
め
に
国
家
が
力
を

入
れ
て
い
る
こ
と
が
資
料
◎
・
⑧
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
ま
た
資
料
④
・
◎
に
よ
れ
ば
、
『
倉
韻
篇
』
は
民
間
の
「
書
師
」
が
、
お
そ
ら
く
は
教

材
と
し
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
⇔
・
⇔
・
⑧
・
⑧
に
見
え
る
よ
う
に
、
『
倉
韻
篇
』
以
後
に
も
口
訣
字
書
は
続
々

と
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
資
料
⑧
の
揚
雄
の
例
の
よ
う
に
、
『
倉
韻
篇
』
を
モ
デ
ル
に
し
て
継
承
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
と
め
れ
ば
、
西
漢
の
「
小
学
」
は
『
倉
韻
篇
』
を
中
心
に
展
開
し
た
。
始
め
は
民
間
の
「
書
師
」
の
携
わ
っ
て
い
た
仕
事
が
、
や
が
て
は

国
家
的
規
模
で
推
進
さ
れ
る
に
至
る
『
倉
韻
篇
』
の
伝
承
の
背
景
に
は
、
重
要
な
要
因
が
介
在
す
る
。
そ
れ
が
「
尉
律
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。



二
、
「
尉
律
」
に
つ
い
て

　
西
漢
の
「
小
学
」
発
展
の
推
進
力
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
重
要
な
記
事
が
、
『
漢
書
』
藝
文
志
と
『
説
文
解
字
』
叙
に
見
え
る
。
「
薫
何
律
」

と
か
「
尉
律
」
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

漢
の
建
国
の
功
臣
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
粛
何
が
、
律
九
章
を
作
っ
た
こ
と
は
『
漢
書
』
刑
法
志
に
見
そ
起
嬉
こ
こ
に
と
り
上
げ
る

「
尉
律
」
も
そ
の
一
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
と
『
説
文
解
字
』
叙
の
間
に
微
細
な
異
同
が
あ
る
。

　
ま
ず
『
漢
書
』
藝
文
志
で
は

　
　
漢
興
、
粛
何
草
律
、
亦
著
其
法
日
、
太
史
試
學
僅
、
能
誠
書
九
千
字
以
上
、
乃
得
爲
史
、
又
以
六
膿
試
之
、
課
最
者
、
以
爲
尚
書
御
史
史

　
書
令
史
、
吏
民
上
書
、
字
或
不
正
、
醐
畢
劾
、

と
あ
り
、
『
説
文
解
字
』
叙
で
は
、

　
　
尉
律
、
學
憧
十
七
已
上
始
試
、
誠
籍
書
九
千
字
、
乃
得
爲
史
、
又
以
八
饅
試
之
、
郡
移
太
史
井
課
、
最
者
以
爲
肯
書
史
、
書
或
不
正
、
靴

　
畢
劾
之
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
両
者
の
間
の
異
同
の
大
き
な
も
の
と
し
て
は
、
太
史
の
課
す
る
試
験
の
内
容
の
書
体
が
、
「
藝
文
志
」
で
は
六
体
、
『
説
文
解
字
』
の
方
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

八
体
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
六
体
と
八
体
に
就
い
て
は
、
や
は
り
『
説
文
解
字
』
叙
に
詳
細
に
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
拠
れ

ば
、
六
体
は
王
葬
期
以
後
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
粛
何
の
定
め
た
と
い
う
律
の
規
定
で
、
太
史
が
課
し
た
と
い
う
の
は
八
体
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
段
玉
裁
の
「
八
膿
、
漢
志
作
六
饅
、
孜
六
膿
乃
亡
新
時
所
立
、
漢
初
瀟
何
艸
律
、
當
沿
秦
八
饅
耳
」
と
の
指
摘
に
従
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

一
九
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八

　
他
に
も
細
部
に
わ
た
っ
て
の
異
同
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
今
は
そ
れ
ら
に
深
く
は
入
ら
ず
、
段
玉
裁
の
総
括
的
な
指
摘
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
許
與
班
略
異
、
而
可
互
相
補
正
、
（
中
略
）
、
班
書
之
成
、
難
在
許
前
、
而
許
不
必
見
班
書
、
固
別
有
所
本
　
、

　
さ
て
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
「
尉
律
」
と
は
、
太
史
が
学
憧
に
、
数
種
の
書
体
と
九
千
字
の
文
字
を
調
簗
す
る
こ
と
を
課
し
、
優
秀
な
合
格

者
は
尚
書
や
御
史
の
属
官
に
つ
け
た
、
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
「
藝
文
志
」
に
見
え
る
、

　
以
爲
尚
書
御
史
史
書
令
史

の
句
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
述
す
る
如
く
『
漢
書
』
に
は
「
史
書
」
と
い
う
語
が
い
く
つ
か
見
え
る
か
ら
、
筆
者
は
こ
の
句
を

「
以
て
尚
書
・
御
史
の
史
書
令
史
と
為
す
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
う
す
る
と
次
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
「
史
書
令
史
」
と
は

何
か
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
尚
書
や
御
史
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
も
記
載
さ
れ
る
官
で
あ
る
が
、
「
史
書
令
史
」
の
語
は
そ
の
用
例

を
見
な
い
。
こ
こ
で
三
た
び
段
氏
を
引
く
と
、
段
氏
は
こ
の
句
を

　
云
史
書
令
史
者
、
謂
能
史
書
之
令
史
也

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
「
史
書
」
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
「
史
書
」
に
つ
い
て

　
「
史
書
」
の
語
は
『
漢
書
』
に
数
例
見
え
る
。
順
に
見
て
ゆ
く
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
元
帝
紀
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
賛
日
、
臣
外
租
兄
弟
爲
元
帝
侍
中
、
語
臣
日
、
元
帝
多
材
藝
、
善
史
書
、
鼓
琴
麸
、
吹
洞
篇
、
自
度
曲
、
被
歌
聲
、
分
劃
節
度
、
窮
極
幼

　
砂
、



〔
貢
萬
傳
〕

　
（
萬
上
書
言
）
武
帝
始
臨
天
下
、
…
…
用
度
不
足
、
乃
行
壼
切
之
饗
、
使
犯
法
者
贈
罪
、
入
穀
者
補
吏
、
是
以
天
下
奢
修
、
官
齪
民
貧
、
盗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賊
並
起
、
亡
命
者
衆
、
郡
國
恐
伏
其
詠
、
則
澤
便
巧
史
書
、
習
於
計
簿
、
能
欺
上
府
者
、
以
爲
右
職
、
姦
軌
不
勝
、
則
取
勇
敢
能
操
切
百
姓

者
、
以
苛
暴
威
服
下
者
、
使
居
大
位
、
故
亡
義
而
有
財
者
顯
於
世
、
欺
護
而
善
書
者
奪
於
朝
、
諄
逆
而
勇
敢
者
貴
於
官
、
故
俗
皆
日
、
何
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孝
弟
爲
、
財
多
而
光
榮
、
何
以
禮
義
爲
、
史
書
而
仕
宣
、
何
以
謹
愼
爲
、
勇
猛
而
臨
官
、

〔
王
奪
傳
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
王
奪
、
字
子
韻
、
泳
郡
高
陽
人
也
、
少
孤
、
蹄
諸
父
、
使
牧
羊
澤
中
、
奪
嫡
學
問
、
能
史
書
、
年
十
三
、
求
爲
獄
小
吏
、
敷
歳
、
給
事
太

守
府
、
問
詔
書
行
事
、
奪
無
不
封
、
太
守
奇
之
、
除
補
書
佐
、
署
守
属
監
獄
、

〔
酷
吏
傳
〕

　
嚴
延
年
、
爲
人
短
小
精
桿
、
敏
捷
於
事
、
…
…
吏
忠
蓋
節
者
、
厚
遇
之
如
骨
肉
、
皆
親
郷
之
、
出
身
不
顧
、
以
是
治
下
無
隠
情
、
然
疾
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泰
甚
、
中
傷
者
多
、
尤
巧
爲
獄
文
、
善
史
書
、
所
欲
謀
殺
、
奏
成
於
手
、
中
圭
簿
親
近
史
不
得
聞
知
、

〔
西
域
傳
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
初
、
楚
主
侍
者
鴻
瞭
、
能
史
書
、
召
事
、
嘗
持
漢
節
爲
公
圭
使
、
行
賞
賜
於
城
郭
、
諸
國
敬
信
之
、
號
日
漏
夫
人
、
爲
烏
孫
右
大
將
妻
、

右
大
將
與
烏
就
屠
相
愛
、
都
護
鄭
吉
使
漏
夫
人
説
烏
就
屠
、
以
漢
兵
方
出
、
必
見
滅
、
不
如
降
、
烏
就
屠
恐
日
、
願
得
小
號
、
宣
帝
徴
鴻
夫

人
、
自
問
状
、

〔
外
戚
傳
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
孝
成
許
皇
后
、
大
司
馬
車
騎
將
軍
乎
恩
侯
嘉
女
也
、
…
…
后
聡
慧
、
善
史
書
、
自
爲
妃
至
即
位
、
常
寵
於
上
、
後
宮
希
得
進
見
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇

　
『
漢
書
』
に
は
上
掲
の
「
史
書
」
の
用
例
が
見
え
る
。
今
そ
の
分
析
は
あ
と
に
し
、
先
に
「
史
書
」
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
を
検
討
す
る
。

　
ま
ず
最
初
は
、
周
の
宣
王
の
太
史
鯖
の
作
っ
た
『
史
籍
篇
』
を
指
す
、
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
元
帝
紀
」
の
注
に
引
く
応
肋

の
説
に

　
周
宣
王
太
史
史
籍
所
作
大
蒙

と
あ
り
、
ま
た
張
懐
灌
『
書
断
』
上
に
も
、

　
漢
書
藝
文
志
云
、
史
籍
十
五
篇
、
以
史
官
製
之
、
用
以
教
授
、
謂
之
史
書

と
言
う
。

　
次
に
、
史
書
と
は
隷
書
の
異
名
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
段
玉
裁
は
前
掲
の
『
説
文
解
字
』
の
記
事
に
注
し
て
、

　
漢
人
謂
隷
書
爲
史
書
、
故
孝
元
帝
、
孝
成
許
皇
后
、
…
…
皆
云
善
史
書
、
大
致
皆
謂
適
於
時
用
、

と
言
い
、
ま
た
銭
大
所
『
二
十
二
史
考
異
』
も
、

　
雁
（
助
）
説
非
也
、
漢
律
、
太
史
試
學
僅
、
能
誠
書
九
千
字
、
乃
得
爲
史
、
…
…
蓋
史
書
者
令
史
所
習
之
書
、
猶
言
隷
書
也
、
善
史
書
者
謂

　
能
識
字
作
隷
書
耳
、
豊
皆
蓋
通
史
籍
十
五
篇
乎
、

と
言
う
。

　
さ
ら
に
、
史
書
と
は
「
太
史
書
」
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
藝
文
志
」
の
注
に
引
く
臣
墳
注
に
、

　
史
書
、
今
之
太
史
書

と
の
み
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
漢
書
』
に
見
え
る
「
史
書
」
の
用
例
を
検
討
す
る
と
、
元
帝
紀
と
外
戚
伝
を
除
く
他
は
、
す
べ
て
き
わ
め
て
実
務
的
な
用
途
に
使
用
さ
れ



た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
漢
代
は
隷
書
の
通
行
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
出
土
す
る
文
物
の
中
に
、
小
象
で
記
さ
れ
た
漢
代
の
も
の
を
見
出
だ
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

前
に
も
言
及
し
た
、
張
敵
が
美
陽
か
ら
出
土
し
た
鼎
の
銘
文
を
釈
読
し
、
賞
讃
を
受
け
た
と
の
故
事
が
物
語
る
よ
う
に
、
漢
代
で
は
す
で
に
古

代
文
字
を
読
み
得
る
こ
と
は
驚
異
的
な
才
能
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
籍
書
（
大
蒙
）
の
よ
う
な
古
代
文
字
を
、

実
務
的
方
面
に
使
用
し
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　
次
に
史
書
を
隷
書
と
考
え
る
説
を
検
討
し
よ
う
。
居
延
や
武
威
な
ど
の
地
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
漢
簡
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢

代
に
一
般
に
通
行
し
て
い
た
、
中
心
的
書
体
は
隷
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
も
し
「
史
書
」
が
た
だ
ち
に
単
な
る
隷
書
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
隷
書
が
通
行
す
る
時
代
に
お
い
て
「
善
史
書
」
と
い
う
評
価
が
成
立
す
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ら
に
ま
た
、
『
漢
書
』
に
は
「
能
史
書
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
史
書
」
と
は
、
何
ら
か
の
習
得
す
る
に
は
努
力
を
要
す
る
書
体

で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
史
書
」
を
、
一
般
に
通
行
し
て
い
た
隷
書
そ
の
も
の
と
考
え
る
説
に
も
、
や
は
り
従
い
難
い
。

第
三
の
、
臣
誉
注
に
曼
る
「
太
史
書
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
正
確
な
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
・
臣
墳
は
六
朝
期
の
人
と
思
わ
れ
顯
・

そ
の
当
時
の
太
史
書
と
言
わ
れ
る
も
の
を
筆
者
は
ま
だ
検
出
し
得
ず
、
そ
の
資
料
も
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、
従
来
の
説
は
す
べ
て
従
い
が
た
く
、
今
一
度
考
え
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
史
書
」
の
語
は
前
掲
の
『
漢
書
』
に
見
え
る
も
の
以
外
に
、
『
論
衡
』
の
中
に
も
一
例
あ
る
。
『
論
衡
』
程
材
篇
に
言
う
、

　
論
者
多
謂
儒
生
不
及
彼
文
吏
、
見
文
吏
利
便
而
儒
生
陸
落
、
則
謳
讐
儒
生
以
爲
淺
短
、
稚
暑
文
吏
謂
之
深
長
、
是
不
知
儒
生
、
亦
不
知
文
吏

　
也
、
…
…
（
中
略
）
…
…
、
是
以
世
俗
學
間
者
、
不
肯
克
経
明
學
深
知
古
今
、
急
欲
成
一
家
章
句
・
義
理
略
具
・
同
趨
學
処
書
い
9
翫
律
調
令
・

　
治
作
情
奏
、
習
封
向
、
滑
習
脆
井
、
家
成
室
就
、
召
署
鳳
能
、

　
上
の
資
料
に
見
え
る
「
史
書
」
は
、
官
吏
に
な
る
た
め
の
準
備
と
し
て
学
習
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
官
吏
に
採
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二

る
た
め
に
文
字
を
学
習
す
る
、
と
言
え
ば
当
然
、
上
掲
の
「
尉
律
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
も
う
一
度
「
尉
律
」
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
太
史
・
尚
書
・
御
史
の
職
掌

　
『
漢
書
』
藝
文
志
と
『
説
文
』
叙
に
見
え
る
「
尉
律
」
は
、
太
史
が
学
僅
に
文
字
の
試
験
を
し
、
成
績
優
秀
者
は
尚
書
や
御
史
の
「
史
書
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

史
」
に
な
れ
る
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た
⇔
こ
こ
で
、
太
史
・
御
史
・
尚
書
の
職
掌
を
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
と
『
続
漢
書
』
百
官
志
な
ど
に
よ

っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
太
史
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
は
、

　
　
奉
常
、
秦
官
、
掌
宗
廟
禮
儀
、
有
丞
、
景
帝
中
六
年
更
名
太
常
、
属
官
有
太
樂
・
太
翫
・
太
宰
・
太
史
・
太
卜
・
大
聲
六
令
丞
、

と
記
さ
れ
具
体
的
な
職
掌
の
記
載
は
な
い
が
、
『
続
漢
書
』
百
官
志
に
は
や
や
詳
し
く
、

　
　
太
史
令
一
人
、
六
百
石
、
掌
天
時
星
暦
、
凡
歳
將
終
、
奏
新
年
暦
、
凡
國
祭
祀
喪
要
之
事
、
掌
奏
良
日
及
時
節
禁
忌
、
凡
國
有
瑞
鷹
災
異
、

　
掌
記
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
太
史
の
主
な
職
責
は
新
年
の
暦
譜
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
内
藤
湖
南
博
士
の
述
べ
る
如
く
、
漢
代
に
お
い
て
は
太

史
は
文
字
と
そ
れ
ほ
ど
深
い
関
係
に
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
尚
書
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
は
、

　
　
少
府
、
秦
官
、
掌
山
海
地
澤
之
税
、
以
給
共
養
、
有
六
丞
、
属
官
有
伺
書
・
符
節
・
大
聲
、
…
…
成
帝
建
始
四
年
、
更
名
中
書
謁
者
令
爲

　
中
謁
者
令
、
初
置
尚
書
、
員
五
人
、
有
四
丞
、

と
簡
単
に
記
載
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
『
続
漢
書
』
に
は
、

　
　
肯
書
令
一
人
、
千
石
、
丞
秦
所
置
、
武
帝
用
宣
者
、
更
爲
中
書
謁
者
令
、
成
帝
用
士
人
、
復
故
、
掌
凡
選
署
及
奏
下
筒
書
曹
文
書
衆
事
、



　
　
借
書
六
人
、
六
百
石
、
成
帝
初
置
尚
書
四
人
、
分
爲
四
曹

　
　
　
常
侍
曹
爾
書
圭
公
卿
事

　
　
　
二
千
石
曹
伺
書
圭
郡
國
二
千
石
事

　
　
　
民
曹
伺
書
主
凡
吏
上
書
事

　
　
　
客
曹
伺
書
圭
外
國
夷
秋
事

と
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
に
見
え
る
、
成
帝
の
時
に
は
じ
め
て
尚
書
四
人
が
置
か
れ
た
と
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
別
の

説
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
応
勘
の
『
漢
官
儀
』
に
は
言
う
、

　
　
筒
書
四
員
、
武
帝
置
、
成
帝
加
一
爲
五
、
有
常
侍
曹
尚
書
、
圭
丞
相
御
史
事
、
二
千
石
伺
書
、
主
刺
史
、
戸
曹
尚
書
、
主
人
庶
上
書
事
、

　
主
客
爾
書
、
主
外
國
四
夷
事
、
成
帝
加
三
公
借
書
、
圭
断
獄
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

応
肋
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
武
帝
が
尚
書
四
曹
を
設
け
、
の
ち
成
帝
が
「
三
公
尚
書
」
を
加
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
楊
樹
達
氏
は

　
考
劉
向
傳
、
元
帝
時
、
中
書
令
石
顯
幹
尚
書
、
借
書
五
人
皆
顯
薫
、
然
則
漢
初
本
有
五
曹
　
、

と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
以
上
の
如
く
、
尚
書
官
の
設
け
ら
れ
た
年
代
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
鎌
田
重
雄
氏
に
拠
れ
ば
、
尚
書
の
職
は
漢
初
か

ら
す
で
に
存
在
し
、
の
ち
徐
々
に
そ
の
職
掌
が
発
展
し
、
複
雑
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　
も
う
一
つ
、
御
史
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
は
、

　
　
御
史
大
夫
、
秦
官
、
位
上
卿
、
銀
印
青
綬
、
掌
副
丞
相
、
有
雨
丞
、
秩
千
石
、
一
日
中
丞
、
在
殿
中
蘭
書
、
掌
圖
籍
秘
書
、
外
督
部
刺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四

　
史
、
内
領
侍
御
史
員
十
五
人
、
受
公
卿
奏
事
、
撃
劾
按
章
、
成
帝
綬
和
元
年
更
名
大
司
空
、
金
印
紫
綬
、
緑
比
丞
相
、
置
長
史
如
中
丞
、
官

　
職
如
故
、

と
あ
り
、
『
続
漢
書
』
百
官
志
に
は
、

　
　
御
史
中
丞
一
人
、
千
石
、
御
史
大
夫
之
丞
也
、
奮
別
監
御
史
在
殿
中
、
密
畢
非
法
、
及
御
史
大
夫
轄
爲
司
空
、
因
別
留
中
、
爲
御
史
豪
率
、

後
又
属
少
府
、

　
　
治
書
侍
御
史
二
人
、
六
百
石
、
掌
選
明
法
律
者
爲
之
、
凡
天
下
諸
謝
疑
事
、
掌
以
法
律
當
其
是
非
、

　
　
侍
御
史
十
五
人
、
六
百
石
、
掌
察
禦
非
法
、
受
公
卿
璽
吏
奏
事
、
有
違
失
畢
劾
之
、
凡
郊
廟
之
祠
及
大
朝
會
、
大
封
拝
、
則
二
人
監
威
儀
、

　
有
違
失
則
劾
奏
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
太
史
・
尚
書
・
御
史
の
職
掌
を
ふ
ま
え
て
、
『
漢
書
』
に
見
え
る
「
史
書
」
の
資
料
に
も
ど
っ
て
再
び
分
析
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
〔
元
帝
紀
〕
に
見
え
る
「
史
書
」
は
、
皇
帝
の
材
芸
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
〔
外
戚
伝
〕
の
許
皇
后
の
例
と
同
類
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
で
あ
り
、
『
後
漢
書
』
に
も
同
様
の
例
、
つ
ま
り
宮
中
の
貴
人
の
材
芸
の
一
つ
と
数
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　
〔
貢
禺
伝
〕
で
は
、
筆
者
の
引
い
た
文
は
武
帝
の
創
始
に
か
か
る
贈
罪
法
を
批
判
し
た
上
書
文
で
あ
り
、
贈
罪
法
に
よ
っ
て
天
下
は
大
い
に

乱
れ
た
と
貢
禺
は
言
う
。
郡
国
は
中
央
か
ら
諌
せ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
こ
で
「
史
書
に
便
巧
に
し
て
計
簿
に
習
ひ
、
能
く
上
府
を
欺
す
者

を
択
び
て
、
以
て
右
職
と
為
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
史
書
」
は
地
方
の
官
庁
が
中
央
を
欺
す
の
に
必
要
な
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。

「
習
於
計
簿
」
と
は
、
地
方
か
ら
中
央
へ
提
出
さ
れ
る
文
書
、
帳
簿
な
ど
の
操
作
が
巧
み
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
「
史
書
」
と
は
、
地
方
か
ら
中
央
へ
提
出
さ
れ
た
文
書
に
関
係
あ
る
文
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
掲
の
諸
官
の
職
掌
の
資
料
の

中
で
、
『
続
漢
書
』
百
官
志
に
見
え
る
二
千
石
曹
尚
書
は
、
「
郡
国
二
千
石
の
事
を
主
ど
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
に
従
え
ば
、
地
方
か
ら
中



央
へ
提
出
さ
れ
る
文
書
は
、
ま
ず
二
千
石
曹
尚
書
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
郡
国
は
文
書
を
操
作
す
る
た
め
に

「
史
書
」
に
便
巧
な
る
者
を
択
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
史
書
」
は
二
千
石
曹
尚
書
（
あ
る
い
は
そ
の
職
掌
に
あ
っ
た
尚
書
）
の
地
方

行
政
面
で
使
用
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　
次
に
〔
王
尊
伝
〕
と
〔
酷
吏
伝
〕
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
資
料
は
と
も
に
獄
に
関
係
す
る
。

　
王
尊
は
苦
学
し
て
「
史
書
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
十
三
歳
の
時
、
獄
の
小
吏
に
な
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
後
数
年
し
て
、
大
守
に
よ
っ
て

書
佐
に
補
せ
ら
れ
、
獄
の
官
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
〔
酷
吏
伝
〕
の
厳
延
年
を
見
る
と
、
彼
は
「
尤
も
獄
文
に
巧
み
に
し
て
史
書
を
善
く
」
し
、
疾
む
者
を
自
由
に
訣
殺
し
た
、
と
言
う
。

　
こ
の
二
例
の
「
史
書
」
は
と
も
に
裁
判
の
文
書
に
関
係
が
あ
る
。
裁
判
は
御
史
の
職
掌
で
あ
っ
た
。
『
続
漢
書
』
百
官
志
に
は
御
史
の
職
に

「
非
法
を
挙
ぐ
」
の
記
述
が
あ
る
。
獄
吏
は
御
史
の
配
下
に
位
置
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
資
料
に
見
え
る
「
史
書
」
は
御
史
の
職

に
あ
る
者
が
使
っ
た
文
字
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
西
域
伝
〕
に
見
え
る
鴻
瞭
と
い
う
女
性
は
、
漢
の
公
式
使
者
と
し
て
諸
国
を
回
り
、
烏
孫
の
右
大
将
の
妻
と
な
り
、
烏
孫
を
降
ら
せ
る
の

に
功
績
の
あ
っ
た
女
性
で
あ
る
。
そ
の
人
の
特
技
と
し
て
「
史
書
」
が
書
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
尚
書
の
う
ち
客

曹
尚
書
は
「
外
国
夷
狭
の
事
を
主
ど
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
西
漢
の
時
代
に
は
多
く
の
外
国
や
異
民
族
と
交
渉
が
持
た
れ
、
外
国
対
策
は
漢
帝

国
の
中
で
も
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
政
策
を
担
当
す
る
尚
書
に
か
わ
っ
て
、
一
女
性
が
烏
孫
に
行
き
、
成
果
を
収
め
た
。
漏
瞭

に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
能
史
書
」
と
は
、
漢
の
公
式
使
者
と
し
て
外
国
と
交
渉
す
る
た
め
の
必
要
な
条
件
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

「
史
書
」
は
外
交
政
策
を
掌
ど
る
職
、
客
曹
尚
書
な
ど
に
関
係
あ
る
文
字
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
以
上
の
様
に
考
察
し
て
く
る
と
、
〔
元
帝
紀
〕
と
〔
外
戚
伝
〕
を
除
く
他
の
用
例
に
見
え
る
「
史
書
」
は
、
尚
書
・
御
史
の
職
に
関
係
す
る

文
字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
郡
国
か
ら
中
央
へ
提
出
さ
れ
る
文
書
、
あ
る
い
は
裁
判
用
の
文
書
ま
た
は
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六

交
に
関
す
る
文
書
に
用
い
ら
れ
る
書
体
で
あ
っ
た
。
郡
国
の
統
治
や
、
裁
判
・
外
交
用
の
文
書
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
公
的
な
性
格
の

強
い
文
書
で
あ
る
。
間
違
い
の
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
厳
密
な
文
書
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
史
書
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
公
的
文
書
を

書
く
際
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
書
体
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
尚
書
・
御
史
の
職
は
、
尉
律
に
よ
れ
ば
、
太
史
の
課
す
る
文
字
の
試
験
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
選
出
さ
れ
た
人
々
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
公
的
性
格
を
も
つ
文
書
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
太
史
の
課
し
た
試
験
の
中
に
も
、
そ
の
公
式
文
書
に
用
い

ら
れ
る
書
体
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
太
史
の
試
験
は
、
九
千
字
の
誠
籍
と
、
数
種
の
書
体
（
六
種
と
も
言
い
、
八
種
と
も
言
う
）
の
二
方
面
に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
の
書
体
数
種

の
中
の
ど
れ
が
「
史
書
」
に
相
当
す
る
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
隷
書
の
通
行
し
て
い
た
漢
代
で
、
公
式
文
書
に
要
求
さ
れ
た
も
の
は
当
然
に

隷
書
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
「
史
書
」
と
は
太
史
の
課
し
た
試
験
の
中
に
含
ま
れ
る
、
公
式
文
書
を
書
く
の
に
用
い
ら
れ
る
書
体
と
し
て
の
隷
書
の
一
パ
タ
ー

ン
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
史
書
」
を
隷
書
と
考
え
る
説
は
、
前
掲
の
如
く
段
玉
裁
や
銭
大
所
な
ど
の
先
学
に
す
で
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
隷
書
全
般
を

「
史
書
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
。
今
日
見
得
る
漢
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
隷
書
体
は
、
私
信
や
緊
急
の
際
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
走
り
書
き
に

近
い
も
の
か
ら
、
一
画
一
画
を
方
正
に
謹
筋
に
書
か
れ
た
も
の
ま
で
、
実
に
種
々
多
様
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
「
史
書
」
と
は
そ
の
隷
書
の

う
ち
の
、
謹
筋
な
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
史
書
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
令
史
」
た
ち
の
用
い
た
書
体
で
あ
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。



　
な
お
、
〔
元
帝
紀
〕
と
〔
外
戚
伝
〕
の
資
料
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
述
べ
て
お
こ
う
。
文
字
が
実
用
的
必
要
か
ら
離
れ
て
、
鑑
賞
を
意
図
す

る
美
的
方
面
の
追
求
が
お
こ
っ
た
時
、
そ
こ
に
書
道
芸
術
が
成
立
す
る
。
西
漢
は
書
道
史
の
上
で
は
前
史
と
言
っ
て
よ
い
が
、
皇
帝
や
皇
后
、

皇
女
の
材
芸
の
一
つ
と
し
て
文
字
が
登
場
す
る
時
、
そ
こ
に
書
道
の
萌
芽
を
見
得
る
の
で
は
な
い
か
。
「
史
書
」
が
元
来
の
用
途
か
ら
離
れ
て
、

材
芸
の
一
つ
に
組
み
こ
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
を
〔
元
帝
紀
〕
と
〔
外
戚
伝
〕
の
資
料
は
も
の
語
る
。
『
後
漢
書
』
で
は
「
史
書
」
が
材
芸
と
し
て
位

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
も
上
の
推
論
の
裏
付
け
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

五
、
「
史
篇
」
に
つ
い
て

　
「
史
書
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
語
に
「
史
篇
」
が
あ
る
。
そ
の
用
例
を
見
る
と
、
最
初
に
掲
げ
た
『
漢
書
』
平
帝
紀
の
元
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
年
に
種
々
の
分
野
の
学
者
を
徴
し
た
記
事
の
中
に
「
小
学
史
篇
」
に
通
じ
る
者
が
徴
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
事
実
が
『
漢
書
』
王
葬
伝
で
は

　
゜
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

「
史
篇
文
字
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
『
漢
書
』
揚
雄
伝
の
賛
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
實
好
古
而
樂
道
、
其
意
欲
求
文
章
、
成
名
於
後
世
、
以
爲
経
莫
大
於
易
、
故
作
太
玄
、
傳
莫
大
於
論
語
、
作
法
言
、
史
篇
莫
善
於
倉
韻
、

　
作
訓
纂
、
箴
莫
善
於
虞
箴
、
作
州
箴
、
…
…
皆
斜
酌
其
本
、
相
與
放
依
而
馳
鰐
云
、

と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
こ
の
「
史
篇
」
も
従
来
は
『
史
籍
篇
』
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、
揚
雄
伝
で
は
「
経
莫
大
於
易
、
故
作
太
玄
」
の
表
現
と
「
史
篇
莫

善
於
倉
韻
、
作
訓
纂
」
と
の
表
現
を
対
比
す
れ
ば
、
「
史
篇
」
は
『
倉
韻
篇
』
を
包
括
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
史
篇
」
を
『
史
籍

篇
』
で
あ
る
と
は
解
釈
し
得
な
い
。
ま
た
前
に
西
漢
の
「
小
学
」
の
情
況
考
察
の
資
料
⑧
と
し
て
掲
げ
た
『
説
文
』
叙
に
揚
雄
の
『
倉
韻
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

纂
』
成
書
の
過
程
が
見
え
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
帝
の
元
始
五
年
に
「
小
学
史
篇
」
（
あ
る
い
は
「
史
篇
文
字
」
）
に
通
暁
す
る
も
の
が
召

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

さ
れ
、
麦
礼
な
ど
百
余
人
が
文
字
研
究
の
大
会
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
開
き
、
髪
礼
を
「
小
学
元
士
」
と
し
、
そ
の
成
果
が
『
倉
韻
訓
纂
』

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
「
史
篇
」
が
『
倉
韻
篇
』
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

　
「
史
篇
」
の
内
容
を
考
え
る
手
が
か
り
は
、
『
説
文
解
字
』
の
中
に
も
僅
か
に
存
在
す
る
。
許
慎
が
説
解
の
中
で
傍
証
と
し
て
引
く
、
い
わ

ゆ
る
「
通
人
説
」
の
中
に
、
「
史
篇
」
が
左
の
如
く
三
条
見
え
る
。

爽
（
四
上
苗
部
）
　
盛
也
、
杁
甑
、
栢
亦
聲
、
此
燕
召
公
名
、
讃
若
郁
、
史
篇
名
醜
、

伺
（
五
下
缶
部
）
　
瓦
器
也
、
杁
缶
、
包
省
聲
、
古
者
昆
吾
作
旬
、
案
史
篇
讃
與
缶
同
、

挑
（
十
二
下
女
部
）
　
虞
舜
居
桃
虚
、
因
以
爲
姓
、
杁
女
、
兆
聲
、
或
爲
桃
娩
也
、
史
篇
以
爲
桃
易
也

　
『
史
籍
篇
』
に
つ
い
て
劃
期
的
な
見
解
を
提
出
し
た
王
国
維
は
、
右
の
「
史
篇
」
を
『
史
籍
篇
』
と
考
え
て
い
る
が
、
右
の
三
条
に
つ
い
て

の
分
析
を
し
て
、

荷
篇
中
有
「
周
旦
召
醜
」
語
、
便
可
知
召
公
之
名
、
筍
假
伺
爲
缶
、
便
可
知
旬
字
之
讃
、
荷
挑
易
二
字
連
用
、
便
可
知
以
挑
爲
挑
易
字
、
不

　
爲
女
姓
　
（
『
海
寧
王
静
安
先
生
遺
書
』
所
牧
「
史
簿
篇
鼓
録
」
）

と
述
べ
て
い
る
。
王
氏
は
前
述
の
通
り
「
史
篇
」
を
『
史
瘤
篇
』
に
比
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
説
文
解
字
』
に
引
か
れ
た
「
史
篇
」
の
形
を
、

口
訣
字
書
の
形
式
に
復
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
『
漢
書
』
楊
雄
伝
賛
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
史
篇
」
は
『
倉
韻
篇
』
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
『
説
文
』
に
引
か
れ
た
「
史
篇
」
も
、
や
は
り
『
倉
韻
篇
』
を
中
心
と
す
る
一
群
の
口
訣
字
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
漢
代
に
は
「
書
館
」
と
呼
ば
れ
る
書
塾
が
あ
っ
た
。
『
論
衡
』
自
紀
篇
に
言
う
、

　
建
武
三
年
（
王
）
充
生
、
…
…
八
歳
出
於
書
館
、
書
館
小
僅
百
人
以
上
、
皆
以
過
失
祖
諦
、
或
以
書
醜
得
鞭
、
充
書
日
進
、
又
無
過
失
、
手



■

　
書
既
成
、
餅
師
受
論
語
肯
書
、
日
誠
千
字
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
ま
た
崔
宴
『
四
民
月
令
』
に
も
、
民
間
に
お
け
る
学
僅
の
文
字
学
習
の
様
相
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
前
掲
の
資
料
④
『
漢
書
』
藝
文
志
に
よ
れ
ば
、
『
倉
韻
篇
』
は
「
聞
里
の
書
師
」
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
見
え
る
書
塾
に

お
い
て
も
『
倉
韻
篇
』
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
の
口
訣
字
書
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
倉
韻
篇
』
の
後
も
口
訣
字

書
は
何
種
か
作
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
揚
雄
の
例
の
如
く
、
『
倉
韻
篇
』
を
補
続
す
る
形
で
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、

『
倉
韻
篇
』
は
口
訣
字
書
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
揚
雄
伝
の
「
史
篇
莫
善
於
倉
韻
」
と
い
う
記
述
を
上
の
議
論
と
重
ね
合
わ
す
と
、
「
史

篇
」
と
は
口
訣
字
書
の
総
称
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
書
塾
で
学
僅
を
対
象
と
し
た
識
字
教
育
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

　
書
塾
は
、
お
そ
ら
く
民
間
の
必
要
に
応
じ
て
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
必
要
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ

は
太
史
の
課
す
試
験
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
史
篇
」
と
は
「
史
書
」
を
教
え
る
た
め
の
教
科
書
の
総
称
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

六
、
ま
と
め

　
文
字
を
研
究
す
る
学
問
と
し
て
の
「
小
学
」
は
漢
代
に
成
立
し
、
そ
の
起
源
は
き
わ
め
て
実
用
的
な
方
面
で
あ
っ
た
。

　
漢
代
で
は
、
太
史
が
学
僅
に
文
字
の
試
験
を
課
す
制
度
が
あ
り
、
そ
の
試
験
で
の
優
秀
者
は
尚
書
と
御
史
の
「
史
書
令
史
」
に
就
く
こ
と
が

で
き
た
。

　
一
方
、
「
史
書
」
の
語
は
『
漢
書
』
に
し
ば
t
ば
見
え
、
用
例
を
分
析
す
れ
ば
、
「
史
書
」
と
は
尚
書
や
御
史
の
職
に
あ
る
人
が
公
的
文
書
に

使
用
し
た
文
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
と
め
れ
ば
「
史
書
」
と
は
太
史
の
課
す
試
験
に
よ
っ
て
任
官
さ
れ
る
尚
書
、
御
史
の
職
が
使
う
文
字
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
制
度
が
成
立
す
る
と
、
民
間
に
は
そ
れ
に
応
じ
て
書
塾
が
成
立
し
た
。
そ
こ
で
「
史
書
」
を
教
え
る
た
め
の
口
訣
字
書
の
総
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九



二
一
〇

を
「
史
篇
」
と
言
う
。

　
「
小
学
」
の
起
源
の
情
況
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
西
漢
に
お
い
て
は
「
小
学
」
は
識
字
教
育
を
中
心
と
し
た
実
用
的
方
面

の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
我
々
の
考
え
る
、
文
字
・
音
韻
・
訓
詰
の
三
方
面
の
総
合
的
な
研
究
は
『
説
文
』
の
成
立
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
に
考
え
る
べ
き
問
題
は
、
『
説
文
』
成
立
の
直
前
、
つ
ま
り
西
漢
か
ら
東
漢
へ
の
時
期
の
「
小
学
」
の
情
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
日
稿
を
改

め
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
西
漢
だ
け
を
と
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
注

（
－
）
　
た
と
え
ば
陳
鰻
『
説
文
解
字
正
義
』
に
寄
す
王
鳴
盛
の
叙
に
、
「
凡
訓
詰
当
以
毛
葺
・
孟
喜
・
京
房
・
鄭
康
成
・
服
度
・
何
休
為
宗
、
文
字
当
以
許
氏

　
　
為
宗
、
然
必
先
究
文
字
、
後
通
訓
詰
、
故
説
文
為
天
下
第
一
種
書
、
読
偏
天
下
書
、
不
読
説
文
、
猶
不
読
也
、
但
能
通
説
文
、
余
書
皆
未
読
、
不
可
謂
非

　
　
通
儒
也
」
と
言
う
。
な
お
陳
氏
の
書
は
伝
本
未
見
。
王
叙
は
『
説
文
解
字
詰
林
』
補
遺
前
編
所
収
の
も
の
に
よ
る
。

（
2
）
　
こ
こ
の
『
漢
書
』
に
見
え
る
「
小
学
」
の
用
例
は
『
漢
書
及
補
注
綜
合
引
得
』
（
恰
佛
燕
京
学
社
引
得
M
3
6
）
に
よ
っ
て
検
出
し
た
が
、
⑧
と
し
た
王

　
　
葬
伝
の
条
は
該
引
得
に
は
欠
落
し
て
お
り
、
筆
者
が
偶
然
的
に
補
な
い
得
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
他
に
も
欠
落
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
『
説
文
』
段
注
は
、
「
周
礼
無
八
歳
入
小
学
之
文
、
因
保
氏
併
系
之
周
礼
」
と
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

（
4
）
　
「
周
礼
」
の
語
は
必
ず
し
も
書
物
と
し
て
の
『
周
礼
』
を
意
味
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
説
文
』
一
・
上
に
「
祓
、
宗
廟
主
也
、
周
礼
有
郊
宗
石
室
、
一

　
　
日
大
夫
以
石
為
主
、
杁
示
石
」
と
あ
る
が
、
段
注
に
「
云
周
礼
者
、
説
左
氏
家
謂
成
周
之
礼
、
非
謂
周
官
経
有
此
也
」
と
言
う
。

（
5
）
　
『
漢
書
』
郊
祀
志
下
に
、
「
是
時
美
陽
得
鼎
、
献
之
、
下
有
司
議
、
多
以
為
宜
薦
見
宗
廟
、
如
元
鼎
故
事
、
張
微
好
古
文
字
、
按
鼎
銘
勒
而
上
議
日
、
「
臣
聞

　
　
周
祖
始
乎
后
稜
、
后
稜
封
於
簾
、
…
…
則
郊
梁
豊
鏑
之
間
周
旧
居
也
、
固
宜
有
宗
廟
壇
場
祭
祀
之
戚
、
今
鼎
出
於
郊
東
、
中
有
刻
書
日
、
『
王
命
　
臣
、

　
　
官
此
梅
邑
、
賜
爾
游
鷲
微
璃
文
、
　
臣
拝
手
稽
首
日
、
敢
対
揚
天
子
　
顕
休
命
』
、
臣
愚
不
足
以
　
古
文
、
窺
以
伝
記
言
之
、
此
鼎
殆
周
之
所
以
褒
賜
大

　
　
臣
、
大
臣
子
孫
刻
銘
其
先
功
、
戚
之
於
宮
廟
也
、
…
…
今
此
鼎
細
小
、
又
有
款
識
、
不
宜
薦
見
於
宗
廟
」
、
制
日
、
「
京
兆
サ
議
是
」

　
　
と
あ
る
。

（
6
）
　
『
漢
書
』
刑
法
志
に
、
「
漢
興
、
高
祖
初
入
関
、
約
法
三
章
日
、
「
殺
人
者
死
、
傷
人
及
盗
抵
罪
」
、
鰯
削
煩
奇
、
兆
民
大
説
、
其
後
四
夷
未
附
、
兵
革
未



　
　
息
、
三
章
之
法
不
足
以
禦
姦
、
於
是
相
国
薫
何
擦
撫
秦
法
、
取
其
宜
於
時
者
、
作
律
九
章
L
、

（
7
）
　
『
説
文
』
叙
に
、
「
自
爾
秦
書
有
八
体
、
一
日
大
蒙
、
二
日
小
蒙
、
三
日
刻
符
、
四
日
巌
書
、
五
日
華
印
、
六
日
署
書
、
七
日
貴
書
、
八
日
隷
書
、
…
…

　
　
及
亡
新
居
摂
、
使
大
司
空
甑
豊
等
、
校
文
書
之
部
、
自
以
為
応
制
作
、
頗
改
定
古
文
、
時
有
六
書
、
一
日
古
文
（
孔
子
壁
中
書
也
、
二
日
奇
字
、
即
古
文

　
　
而
異
者
也
、
三
日
蒙
書
、
秦
始
皇
帝
使
下
杜
人
程
遡
所
作
也
、
四
日
左
書
、
即
秦
隷
書
、
五
日
膠
蒙
、
所
以
幕
印
也
、
六
日
鳥
騒
書
、
所
以
書
幡
信
也
」
、

　
　
と
言
う
。
こ
の
う
ち
後
の
王
奔
六
体
の
三
、
蒙
書
を
程
遡
に
繋
ぐ
の
は
誤
り
で
あ
る
が
、
今
は
『
説
文
』
の
原
文
を
引
く
の
み
に
と
ど
め
る
。

（
8
）
　
顔
師
古
『
漢
書
集
注
』
の
叙
例
に
、
「
有
臣
墳
者
、
莫
知
氏
族
、
考
其
時
代
、
亦
在
習
初
」
と
言
う
。

（
9
）
　
「
趨
」
字
、
原
文
は
「
超
」
に
作
る
が
、
黄
暉
『
論
衡
校
釈
』
の
校
改
に
従
う
。

（
1
0
）
　
今
日
で
は
『
後
漢
書
』
の
「
志
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
。

（
1
1
）
　
内
藤
氏
「
支
那
に
お
け
る
史
の
起
源
」
（
『
研
幾
小
録
』
所
収
、
『
全
集
』
第
七
巻
蜥
P
）
。

（
1
2
）
　
『
後
漢
書
⊆
光
武
帝
紀
の
注
に
引
く
。

（
1
3
）
　
『
漢
書
窺
管
』
巻
一
。

（
1
4
）
　
鎌
田
氏
「
漢
代
の
尚
書
官
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
2
6
－
4
）
。

（
1
5
）
　
『
後
漢
書
』
に
も
「
史
書
」
の
語
は
下
記
の
通
り
見
え
る
が
、
『
漢
書
己
と
は
様
相
が
異
な
る
。

　
　
〔
安
帝
紀
〕

　
　
恭
宗
孝
安
皇
帝
、
…
…
年
十
歳
、
好
学
史
書
、

　
　
〔
皇
后
紀
〕

　
。
和
烹
郡
皇
后
、
・
…
．
・
六
歳
能
史
書
、
十
二
通
詩
．
論
語
、
諸
兄
毎
読
経
伝
、
軌
下
意
難
問
、
志
在
典
籍
、
不
問
居
家
之
事
、
母
常
非
之
、
日
、
汝
不
習
女

　
　
工
以
供
衣
服
、
乃
更
務
学
、
寧
当
挙
博
士
邪
、

　
。
順
列
烈
皇
后
、
…
…
少
善
女
工
、
好
史
書
、
九
歳
能
諦
論
語
、
治
韓
詩
、
大
義
略
挙
、

　
　
〔
宗
室
四
王
三
侯
列
伝
〕

　
　
（
北
海
敬
王
）
睦
能
属
文
、
作
春
秋
旨
義
終
始
論
及
賦
頒
数
十
篇
、
又
善
史
書
、
当
世
以
為
楷
則
、

　
　
〔
孝
明
八
王
伝
〕

　
　
楽
成
靖
王
党
、
聡
恵
、
善
史
書
、
喜
正
文
字
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



一
二
二

　
　
〔
章
帝
八
王
伝
〕

　
　
（
安
）
帝
所
生
母
左
姫
、
字
小
梯
、
…
…
小
蛾
善
史
書
、
喜
辞
賦
、

（
1
6
）
　
注
（
1
5
）
参
照
。

へ
1
7
）
　
『
漢
書
』
王
葬
伝
・
上
に
「
徴
天
下
通
一
藝
教
授
十
一
人
以
上
、
及
有
逸
礼
・
古
書
・
毛
詩
、
…
…
史
篇
文
字
、
通
知
其
意
者
、
皆
詣
公
車
」
と
あ
る
。

（
1
8
）
　
た
と
え
ば
注
（
1
7
）
所
掲
の
王
葬
伝
の
注
に
、
「
孟
康
日
、
史
籍
所
作
十
五
篇
古
文
書
也
、
師
古
日
、
周
宣
王
太
史
史
箱
所
作
大
蒙
書
也
」
と
言
う
。

（
1
9
）
　
『
斉
民
要
術
』
巻
三
に
引
く
『
四
民
月
令
』
に
、
「
正
月
、
…
…
農
事
未
起
、
命
成
童
以
上
太
学
、
学
五
経
、
（
注
、
謂
十
五
以
上
至
二
十
也
）
、
硯
氷
釈
、

　
　
命
幼
童
入
小
学
、
学
篇
章
、
（
注
、
謂
九
歳
以
上
十
四
以
下
、
篇
章
謂
六
甲
九
九
急
就
三
倉
之
属
）
」
と
言
う
。


